
 

 

制度の名称 災害復旧貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融公庫、沖縄振興

開発金融公庫が事業復旧のための運転資金及び設備資金を融資します。 

●災害復旧貸付は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫において、受付を

行います。 

●日本政策金融公庫の災害復旧貸付の貸付限度額等は次のとおりです。 

・国民生活事業 

貸付限 度額 各貸付制度ごとの貸付限度額に上乗せ３千万円 

償 還 期 間 
適用する各貸付制度の貸付期間に準じる 

※一般貸付を適用した場合は10年以内（うち２年以内の据置可能） 

・中小企業事業 

貸付限 度額 別枠で１億５千万円以内 

償 還 期 間 1５年以内（うち２年以内の据置可能） 

※沖縄振興開発金融公庫においては、日本政策金融公庫（国民生活事業、中小企業事業）の

制度の内容に準じる。 

●その他の条件等詳しくは各機関にご確認ください。 

活用できる方 ●中小企業・小規模事業者等 

お問い合わせ 
株式会社日本政策金融公庫 ０１２０－１５４－５０５ 

沖縄振興開発金融公庫 ０９８－９４１－１７８５ 

 


